
第２回中野駅周辺まちづくり調査検討委員会議事録 

日時：平成 15 年 11 月６日（木）午後３：00～ 

場所：中野区職員研修所 

事務局 

 お待たせいたしました。開会の時刻も過ぎましたので、ただいまより第２回中野駅周

辺まちづくり調査検討委員会を開催させていただきます。事務局として本日の司会を

務めさせていただきます、財団法人東京都新都市建設公社と申します。よろしくお願

いいたします。 

 ここで本委員会の運営上のお願い事項を申し上げます。第１回委員会同様に、本

委員会は公開とさせていただいておりますが、事務局では議事録の作成のための録

音及び記録のための何枚かの写真撮影を行いますので、委員及び傍聴者の皆様の

御了解をお願いいたします。また、傍聴者の方から録音及び写真撮影の申し出がご

ざいました。申し出のあった方には、本委員会の運営に支障のない範囲で許可した

いと思いますので、委員及び傍聴者の皆様の御了解をお願いいたします。また、携帯

電話をお持ちの方は、会議中は電源を切るかマナーモードにしていただくようお願い

いたします。また、各委員の発言の際には事務局がマイクをお手元にお持ちしますの

で、必ず御使用くださいますようお願いいたします。 

 次に、本日の配付資料を確認させていただきます。順不同で申し訳ございませんが、

まずは議事次第、議事資料、第１回委員会議事要旨、委員名簿、席次表、参考資料

として調査対象区域図及び調査対象区域の航空写真を、委員の皆様の机の上に配

付させていただいております。議事要旨につきましては、既に委員の皆様に御確認い

ただいたものです。議事資料は、後ほどプロジェクターで説明しますパワーポイントの

出力資料でございます。よろしゅうございますでしょうか。不足等がございましたら事

務局にお申し出ください。 

 それではここで、第１回委員会で御提案がありました警察大学校等跡地の視察につ

きまして御報告申し上げます。財務省さんの御協力のもと、９月 30 日に視察を行い

ましたところ、11 名の委員の方の御参加をいただきました。また、中野駅周辺まちづ

くり調査検討の概要や第１回委員会の議事資料等につきまして、中野区のホームペ

ージで紹介しておりますのでご覧ください。本日の委員会につきましても、中野区のホ

ームページで紹介してまいります。 

事務局 



 それでは次第に従いまして進めさせていただきます。本日の委員会につきましては、

５時ごろの閉会を目途に運営させていただきます。それでは委員長に今後の議事進

行についてお願いいたします。委員長、どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長 

 それでは座ったままで失礼いたしますが、議事に入らせていただきたいと思います。 

 第１回では、この対象区域の現状や課題や方向性といったようなものについて、い

ろいろ皆さんから御意見をいただいたわけであります。第２回はそうした意見を踏まえ

て、今日の議題の主たるところは、跡地の周辺と駅の周辺に関する部分についてとい

うことで資料が整理されているようでございます。まずはこの資料のほうをお聞き取り

いただきまして、それから議論に移るということにいたしたいと思います。 

 では、事務局のほうよろしくお願いいたします。 

事務局 

 それでは事務局のほうから説明をさせていただきます。 

委員長 

 それから少し蒸し暑いようですから、どうぞ上着をお取りになって楽にお聞きいただ

きたいと思います。 

事務局 

 それでは、まずまちづくりの基本的な考え方から御説明をさせていただきます。今、

委員長からの御説明がございましたが、９月３日の第１回委員会におきまして、対象

区域につきまして跡地周辺地区、ブロードウェイ・サンモール地区、南口地区、駅周

辺という形で区分をいたしまして、対象区域のまちづくりの課題を強みとか弱みといっ

た形で整理させていただきまして、まちづくりの方向性につきましてたたき台をお示し

し、委員の方々の御意見をいただいたわけでございます。 

 前回、第１回委員会の意見をまとめてみますと、次のようなものになると思っており

ます。 

 まず、まち全体の将来像の関係でございますが、ここにつきましてはうるおいのある

空間形成、あるいは防災性の向上を言われてきた。それから、防災拠点的な機能を

持つようにすべきであるといった話。それから交通基盤や公共交通施設の整備を進



めるべきでないか。あるいは、中野固有の文化やライフスタイルに配慮していくべきで

すよ。区民だけではなくて、幅広い集客も実現するような形でやるべきだと。 

 特にこの跡地、その周辺の関係でございますが、ブロードウェイ地区や南口地区と

の連携、あるいは回遊性を確保し、北口商店街の不安を一掃するような形でやるべ

きではないか。それから、まちを活性化する方向での跡地利用でありますとか、民間

活力の活用でありますとか、そういったようなお話をいただいたわけでございます。 

 次にまちづくりの進め方に関してでございますが、強い意志で計画の実現をするべ

きであるという、区へのエールをいただいたというような形と感じております。それから

100 年の大計をつくるつもりでやっていくべきだ。あと、区がどこまでこの計画に関与

できるかがカギだよという意見もいただいたわけでございます。 

 特に跡地、その周辺につきましては、バラバラな個別開発ではなくて、土地の大規

模性を活かしてやっていくべきであると。大化けをする可能性もあるよといったような

意見をいただいたわけでございます。 

 こういった第１回委員会の議論をもとにいたしまして、その後、学経委員の先生方に

も意見をいただきながら、この対象地域全体のまちづくりの基本的な考え方といたし

まして、３つの柱にまとめてみました。 

 まず１番目でございますが、ブロードウェイ・サンモール地区とか南口地区、跡地地

区といった、それぞれ各地区の個性を活かした多様性のあるまちづくりを進めましょう

ということでございます。２番目は跡地とその周辺でございますが、大規模跡地のこの

メリットを活かした東京の新たな顔となる拠点づくりを進めようということでございます。

３番目でございますが、民間活力と公共とが連携をいたしまして、安全で安心のある

まちづくりを進めていこう。この３つの柱をまとめてみました。 

 この３つの柱を基本としてまちづくりを考えていくことになりますが、焦点を絞りなが

ら御議論をいただきたいと思っております。今回この第２回の委員会におきましては、

跡地とその周辺地区、この黄色で示したところでございますが、それを中心にいたし

まして、中野駅の周辺、それから他地区とのかかわりといったようなことについて御提

案をいたしまして、御意見をいただきたいと思っております。 

 まず跡地とその周辺地区についてでございます。ここでは１番といたしまして東京の

新たな顔となる拠点づくり、２番といたしまして都市機能のイメージ、３番といたしまし

てオープンスペースの確保、この３つについて御提案させていただくものでございま

す。 



 まず、東京の新たな顔となる拠点づくりでございます。跡地、その周辺の位置づけと

いうものを、まずここに記載させていただいております。第１回委員会でも御説明をさ

せていただきましたが、この地域は東京都で策定いたしております東京の新しい都市

づくりビジョン、こちらのほうで言いますセンターコア再生ゾーンに接する位置にある

わけでございます。区のほうでは、むしろここはセンターコア再生ゾーンの中だよとい

ったような意見もあるわけでございます。そういう中でここにつきましては、多様な機

能が活気を生むような複合市街地を形成していくところであるという認識を持っている

わけでございます。 

 また、中野区のマスタープランにつきましてはにぎわいの心ということで、商業、業

務、公共施設の集積を図っていくところだよといった位置づけにされているわけでござ

います。さらに、ここは新宿まで４分といったような形で、非常に近いということで、都

心の西の玄関口であるといえるわけでございます。さらに、ここは都心に近い稀有の

大規模な跡地ということで、これほどの跡地というものは、今後都心部では発生しな

いのではないかといったようなものでございまして、約 13.７ヘクタールという面積のも

のでございます。こういったようなものがありますので、ここの地域は大きな変貌を遂

げる可能性を秘めているのではないかということでございます。 

 では、そういったようなものについてどのように整備をしていけばいいのかということ

でございますが、まずこの地区につきましては、まちの活気やにぎわいを生み出すよ

うな複合的な機能や生活・文化の発信、あるいは交流を生み出す拠点的な機能、こう

いったような都市機能を持つもの。さらに緑溢れて心地よい空間を形成する、あるい

は統一感のある街並みを形成する、さらには環境共生にも配慮したまちを形成してい

くといったような、環境や空間にも配慮する。この両方が組み合わされたような、東京

の新たな顔となるような拠点づくりを進めていこうというものでございます。 

 拠点づくりの進め方について、次に御説明させていただきます。現在は「急激な社

会変化」と書いてございますが、人口減少でありますとか環境保全とかいろいろな要

素がございます。そういった急激な社会変化などで、先行きが不透明な時代でござい

ます。そういったことから、まちづくりについて行政側だけで決めるということではなく

て、可能性を幅広く検討する必要があるのではないかということがまず一つでござい

ます。それから大規模跡地というメリットを活かしまして、バラバラに開発をするので

はなくて、まとまって開発を進めるということで、にぎわいの形成を目指していく必要が

あるのではないかということから、民間の活力を活用し、民間の豊かな知恵を引き出

していくべきではないかということでございます。 

 その場合には、東京の顔にふさわしい機能の導入を図っているわけでございますが、

現段階においては、どういう機能だということは特定しないということで進めていきた

いと考えておるわけでございます。ただし、無秩序な開発というのは避けるべきでござ



いますので、ある程度の計画条件というのは必要だと考えております。例えばというこ

とで、当地区ににぎわいをもたらす都市機能であることとか、これは後で御説明をさせ

ていただきますが、オープンスペースの確保といったような条件。また、当然ここに好

ましくないものは排除することになると思いますが、そういったような条件をつけて民

間の活力を活用していきたいと考えておるわけでございます。 

 次に都市機能のイメージの関係でございますが、今機能については限定しないとし

ておるわけでございますけれども、対象地区に入ってくる都市機能としてはどのような

ものがイメージされるかということにつきましてまとめてございます。 

 東京の新たな顔にふさわしい都市機能の例ということで挙げております。まず１つ目

でございますが、ブロードウェイやサンモールといったような既存の商業と競合しない、

新たな集客の機能というものが挙げられるのではないか。どのようなものということで

いいますと、括弧書きには業務・商業・遊びといったような機能などが挙げられるので

はないかということで書いてございます。 

 次に、大学とか大学院といった文化でありますとか教育の機能。知の機能とここで

は括弧書きで書いてございます。ナレッジマネジメントとか言っておりますが、そういっ

たようなものが考えられるのではないか。中野区は大学のほうは学部の一つがある

だけといったようなことでございますので、こういった大学／大学院といったものがここ

にはふさわしいのではないかなということで書いてございます。さらに大学が来ますと、

企業と学校とが連携をいたしまして、産業を振興し学術研究の活性化を図るような機

能ということで、産学協同機能といったようなものも考えられるのではないかということ

で、ここに挙げさせていただいております。 

 また３つ目でございますが、ここには警察病院が誘致されております。そういうこと

から、安全・安心の生活を支える医療・福祉機能といったようなものも、ここに例として

挙げておるわけでございます。 

 このような多くの人が集まりまして、多様な交流が展開して、にぎわいを形成する機

能が例として挙げられます。 

 続きまして、これらのいろいろな用途が集積いたしまして、複合的な機能のまちが形

成されている事例ということで、渋谷区の恵比寿ガーデンプレイスの例をここで御紹

介させていただいております。こちらに書いてございますが、用途といたしましてオフィ

ス・ホテル・商業施設・多目的ホール・美術館・住宅などがございます。敷地面積が約

８.２ヘクタールということで、ここに特徴が書いてございますが、ビール工場跡地の開

発で、欧風スタイルでゆるやかな統一が図られた街並みを有し、オープンスペースも

ゆったりと確保されている。また個性ある商業施設、有 名レストランでありますとか、こ



こには東京都写真美術館や映画館があるといった形で、文化施設が街の魅力を高め

ている例ということでございます。 

 次の写真が、これは全景でございます。右のほうに山手線が走っております。手前

のほうが恵比寿で、向こう側が目黒方面になりますが、高層、中層、低層の建物が敷

地の中に立地している状況でございます。 

 次の写真が、ちょうどその真ん中でございまして、建物と建物の間に大屋根、ガレリ

アと言っておりますが、これがかけられまして、にぎわいの中心となっているものでご

ざいます。 

 次の写真でございます。こちらのほうは屋外に椅子やテーブルが置かれておりまし

て、ゆったりと食事や語らいができるような場を提供しておるところでございます。 

 次の写真でございますが、これは先ほど御説明いたしましたが地区の一角には東

京都写真美術館。これは日本でも数少ない写真専門の美術館でございます。地下１

階から地上４階まであるということを聞いております。 

 次のものは地域文化の発信機能の役割を果たしている事例ということで、世田谷区

のキャロットタワーを御紹介させていただきます。ここは用途といたしましてオフィス・

商業施設・劇場・コミュニティー施設などがございます。面積が約０.９ヘクタール。特

徴といたしまして、鉄道駅や地下広場などを取り込んだ施設構成をとっております。ま

た、劇場やコミュニティー施設を併設するなど、地域文化に資する多様な機能が複合

しているところでございます。特にここの特徴としますと、世田谷区さんの文化情報セ

ンターがここには入っております。ふれあいコーナーとかギャラリーとかワークショップ

とかセミナールームといったようなものも入っている。また、もう一つが演劇とか舞踊

のための劇場が２つございます。600 席と225 席の大小２つの劇場がありまして、さ

らには稽古場があったり作業場があったりとかなり充実している。中野区さんでもサン

プラザでありますとか、なかのＺＥＲＯホールには２つのホールがあるわけでございま

すが、そちらのほうではクラシックとか講演会、映画会などが提供されておるわけでご

ざいますけれども、ここ世田谷区のほうは演劇といった形で特徴を有しているもので

ございます。世田谷の文化を発信しているようなところでございます。 

 次の写真が、左側が建物の外観であります。26 階建ての複合ビルで、最上階には

展望台があるようでございます。右側が地下広場の様子でございます。 

 次の写真は奥の方に東急世田谷線がございまして、その駅前の広場の様子でござ

います。こちらでは大道芸などが繰り広げられまして、にぎわいをもたらしているもの

でございます。 



 こちらの写真はパブリックシアターで、600席のシアターの内部の様子でございます。

手前が舞台でございまして、客席のほうを見ておる写真でございます。 

 続きまして、先ほど大学／大学院といったようなお話をさせていただきました。そう

いったものの例といたしまして、都心に立地する大学ということで２つ挙げさせていた

だいております。 

 １つ目が文京区にある大学でございます。用途は教育・研究といったことでございま

す。敷地面積は約２.７ヘクタール、学生数が約5,000 人ということで、特徴といたし

ましてビジネスに即応できる社会人講座が充実しています。あるいは地域連携として

多種多様な市民公開講座が開かれているとともに、図書館も広く一般に開放されて

いるといったようなことでございます。 

 次の写真が全景でございまして、後楽園のちょうど丘の上に立地しております。ちょ

うど真ん中の建物でございますが、これが新たに建築された校舎でございます。14
階建てで、床面積としては約２万平方メートルといったようなことで聞いております。こ

この中には研究機構や社会人大学、あるいは高校などが入っておるということでござ

います。 

 次の写真が１階のホールの様子。それから次にさらに図書館の様子などを掲載さ

せていただいております。 

 ２つ目でございますが、これは千代田区お茶の水の事例でございます。面積として

は１.１ヘクタール程度。学生数は約１万人。ここの特徴といたしましては、産学連携と

して寄附講座や受託研修、再就職支援を行うと同時に、地域連携といたしまして、多

種多様な市民公開講座が開かれておる。また、図書館や博物館も広く区民に開放さ

れているということでございます。 

 次の写真でございますが、こちらが空から見た本館の全景でございます。23 階建

て、120 メートルと聞いております。 次が１階のホールの様子でございます。多くの

学生の方々が集まっているという様子を御提供しております。次の写真が図書館の

様子でございます。ここが広く都民、区民の方にも開放されているということでござい

ます。 

 次でございます。医療や福祉サービスの事例ということで、中央区の聖路加ガーデ

ンの例を御紹介させていただきます。用途といたしまして病院・住宅・オフィス・ホテ

ル・レストラン・スポーツクラブなどが入っておるということでございます。約３.９ヘクタ

ールで、ベッド数といたしましては 520 床ということでございます。ここの特徴でござい

ますが、ライフサイエンスセンター構想のもとに、医・職・住・学・悠が融合いたしまして、

あらゆる世代に質の高い医療や癒しを提供する。住宅には聖路加病院の医療ケアと



介護サービスが付帯しているということでございます。シニアライフの理想郷といった

ようなことをうたっているようでございます。 

 次の写真が聖路加ガーデンの全景の写真でございます。ちょっと見にくくて恐縮で

ございますが、左に３つのブロックがございますけれども、左側が聖路加の礼拝堂、

真ん中が聖路加の病院、それから右側は奥のほうにオフィス棟、手前のほうにレジデ

ンス棟というものが入っておるわけでございます。 

 そのレジデンス棟、オフィス棟の右側に隅田川がございますが、隅田川沿いの快適

な遊歩道での様子を写真として掲載させていただいております。 もう一つの写真が、

レジデンス棟の最上階にあるレストランと聞いております。付加価値のある施設がこ

の中には入っているということでございます。 

 以上が東京の新たな顔の拠点づくりと都市機能のイメージといったようなところでご

ざいます。 

 続きまして、オープンスペースの確保について御説明をさせていただきます。跡地

につきましては多様な機能を持つオープンスペースといたしまして、「都市の広場」と

いうものをつくっていこうではないかということで御提案をさせていただくものでござい

ます。機能といたしましてはここに４つ挙げております。多様な活動・交流を誘発する

機能。緑豊かでうるおいのある景観形成機能。災害時における防災機能。周囲との

連続性を高める回遊機能。こういったような機能を持った「都市の広場」をつくってい

こうではないかというものでございます。 

 次には「都市の広場」の空間イメージということで、幾つか挙げさせていただいてお

ります。一つは活動・交流機能ということで、人と人とのふれあいでありますとか、さま

ざまなイベントが開催されますよといったような空間イメージでございます。左側はに

ぎわいの施設に接しましてオープンスペースがあって、多くの方々が語らっているとい

うようなところでございます。右側ではイベントが開催されているといった写真でござ

います。 

 次の写真でございますが、景観機能や防災機能ということで、新たなまちの骨格を

形成するような景観の機能、災害時に備えて防災機能に配慮するというようなことで

ございます。 

 次の写真でございますが、これは回遊機能ということで、楽しみながら歩くことがで

きるような空間づくりでありますとか、歩行者の回遊を促すさまざまな仕掛けづくりを

行っているイメージを、ここに掲載させていただいております。 



 そういったような「都市広場」でございますが、それをどのように実現するかというこ

とでございます。実現の仕方でございますが、まず民間開発により、空地を都市計画

として担保していくというのが一つ。それから公共により、公共の基幹的な公園という

形で確保していく。今あります囲町の公園を発展させて確保していくような形でござい

ます。これを組み合わせましてオープンスペースとする、「都市の広場」にするというこ

とでございました。それを私どもといたしましては、ここでは仮称でございますが、「中

野サンガーデン」をつくっていったらどうなのかということでございます。サンプラザで

ございますとかサンモール、それに続いて「中野サンガーデン」というものをつくってい

ったらどうかということでございます。 

 その整備の考え方でございますが、地区のまとまりや防災性に配慮するように、医

療や公共施設に隣接させて連係機能を確保して災害活動などにも寄与させるという

ことと、新規開発による不燃建物に囲まれた地区の中央部に配置をしている。こうい

うことをやることによりまして、広域避難場所としての機能も確保できるのではないか

と考えておるわけです。このような形で整備を進めていくべきではないかということで

ございます。 

 さらに周辺への回遊性も確保するということで、駅及び各地区との回遊性を誘発す

るような歩行者の動線を整備していこうというものでございます。 

 こういった「中野サンガーデン」の整備を進めていったらどうかというものでございま

すが、事例といたしましてまた先ほどと同じものでございますが、恵比寿ガーデンプレ

イスを紹介させていただきます。こちらのほうは、この緑のところがオープンスペース

でございます。敷地の半分近くをオープンスペースに取っておりまして、約 44％という

形になっておりますが、ゆったりとした印象を与えているものでございます。 

次の写真でございますが、これは駅に近いエントランスの部分の様子でございます。

また、もう一つの写真は中央部の付近の写真でございます。 

 次の例といたしまして、今年完成をいたしました品川のグランドコモンズについて御

紹介させていただきます。ちょっと見にくいですが、一番下側のほうには品川駅、それ

から新幹線の品川の駅がございます。その東側でございますがグランドコモンズ、赤

く枠を取ったところが品川グランドコモンズの区域でございます。上にはインターシティ

の地区があるということでございまして、真ん中にセントラルガーデンという名前で緑

の区域がございます。こちらがオープンスペースとして確保されているものでございま

して、約１.８ヘクタール、全体の34％のものでございます。ここには両サイドに港区さ

んと品川区さんの公園が配置されております。 

 そのセントラルガーデンの様子の写真がこれでございます。幅が約 45 メートル、延

長といたしまして 400 メートルございます。 それを上から見た写真でございます。こ



この下部には駐車場へのアクセスのためのアプローチでありますとか、地域冷暖房プ

ラントなどが入っていると聞いております。 

 次のものでございますが、これは現在整備中のものでございますけれども、公共と

民間とが連携して固まりのあるオープンスペースを確保している例といたしまして、六

本木防衛庁跡地の計画、プロジェクトをここに紹介させていただいております。ちょっ

と見にくいんでございますが、右の下のほうはオフィス棟や商業や住宅といった建物

が建つ部分でございます。右の上のほうに檜町公園という１.４ヘクタールの公園と、

それにつながるような形で２ヘクタールの公共空地が確保されている。公共空地全体

ではそれ以外のところもございまして、２.６ヘクタールということになるわけでございま

す。このような計画の事例があるということ。これはちょっと計画図だけでございます。 

 次に３番目といたしまして、駅周辺の交通機能につきまして御説明をさせていただき

ます。 

まず駅周辺の交通の現状でございます。１番目といたしまして、北口の広場について

歩行者、バス、タクシーなどが交錯しており、街の顔としての整備が必要であるという

ことがいえるわけでございます。２番目といたしまして、東西／南北の回遊性が、ＪＲ

中央線や中野通りによって分断されていますよというものでございます。３番目といた

しまして、中野駅の改札口周辺が混雑をしたり、あるいはバリアフリーの対応におくれ

ているような駅施設ですよといったようなことでございます。それから中野通りでござ

いますが、慢性的な交通渋滞というような状況があるということでございます。 

 その次の写真が中野駅の北口広場。北口の広場は約 2,600 平方メートルあるわ

けでございますが、３つのバスの乗り場があり、タクシーの乗り場があり、歩行者がそ

この間を走って通り抜けるというような状況です。 次の写真につきましては、歩行者

と車両とが交錯するような写真を掲げさせていただいております。 

 次の写真は中野通りでございます。駅付近の中野通りの混雑の状況でございま

す。 

 こういったようなことで、駅周辺の交通機能についてどのように整備をしていくかとい

う考え方を、次に記載させていただいております。まず西側の広場を活用いたしまし

て、駅北口のバスとかタクシーといった交通結節機能を改善していこうというものでご

ざいます。次に、周辺地区との連絡性を確保した、安全で歩いて楽しい回遊空間を整

備していきましょうということでございます。そういったことによりまして、東京の「顔」に

ふさわしい駅前空間としての整備を行っていこうというものでございます。 

 具体的になりますが、まず現在の北口広場につきましては歩行者優先の空間とす

る。ブロードウェイやサンモールへの導入空間として整備をしていきましょうということ



でございます。中野通りの横断でございますが、歩行者専用のデッキを設置して中野

通りを横断していただく。それで西側のほうの広場につきまして、交通ターミナルとし

て整備していく。さらに回遊性を確保するということで、ちょうど中野通りの東側になり

ますが、南北の自由通路を設置していきましょうよと。北口広場に面します、現在公

衆トイレがございますが、そこまで付近だったら線路をくぐることができるのではない

かなと考えて、そういうようなところに自由通路をつくったらどうかというものでござい

ます。それからもう一つ、★印を記載しております。ここの西側の広場でございますが、

道路広場でございます。１.５ヘクタールの面積があるわけでございますが、この一部

について立体的な土地利用をいたしまして、上部を高度利用するようなことができな

いかということで、ここにこのような★印を書いたものでございます。ただこれにつきま

しては、交通処理を含めましてさらに検討が必要ではないかと思っております。 

 次に駅、この北口広場の断面のイメージ図をかいてございます。中野駅の北口に降

りた方でございますが、歩行者空間となりました現在の広場からブロードウェイとかサ

ンモールのほうへ行っていただく。またバスなどを利用する方につきましてはエスカレ

ーターと、それから歩行者デッキを渡って中野通りを横断していただいて、西側の交

通ターミナルに行っていただくというような断面イメージ図でございます。 

 次の写真でございますが、これは六本木ヒルズにありますメトロハットというもので

ございます。営団地下鉄の駅のコンコース、Ｂ１レベルから駅前プラザがあります２階

のレベルまで直通のエスカレーターが設置されていますが、そ ういったもののイメージ

の写真ということで掲載させていただきました。 

 次の写真は歩行者デッキでございますが、こちらは埼玉新都心の鉄道を横断いたし

ます歩行者デッキです。透明感、開放感のある歩行者デッキの事例ということで、チュ

ーブ状の屋根がランドマークとなっているようなものでございます。 

 続きまして、立体的な多機能交通ターミナルの事例ということで、これは横浜でござ

いますが、港南区の上大岡の事例という形で掲載させていただいております。ここに

は私鉄といたしまして、京浜急行と市営地下鉄が入ってきている。さらにバスターミナ

ル、オフィス、商業施設、福祉関連施設、区民の文化センターなどがございます。特

徴といたしまして、駅舎やバスターミナルの改修に合わせて交通ターミナル機能を強

化いたしまして、同時に多様な都市機能を複合させた再開発の事例ということです。 

 次のものが断面構成になっております。２階レベルに京浜急行の駅のホームとコン

コースがございます。地下が地下鉄の駅、１階にバスのターミナルなどがあり、京浜

急行の上には駐車場、さらには商業施設や文化センターやオフィスがあるといったよ

うなものでございます。次の写真でございますが、これは前面道路側からの外観でご



ざいます。１階にバスのターミナルの入り口があるというものでございます。次の写真

が前面道路を横断いたします歩行者デッキでございます。 

 ちょっと時間がかかっておりますが、もう少しでございますけれども、最後のまとめに

入らせていただきます。整備方針のまとめという形になります。跡地やその周辺につ

きまして、東京の新たな顔として整備を進めていきましょうということで、この場合サン

プラザや区役所、こういった区域もその対象になると考えております。ただし整備の時

期ということになりますと、第２段階にずれていくのではないかなと考えております。そ

ういう意味で、色をちょっと変えているというようなところでございます。 

 さらに民間による空地と、それから公園というようなものによりまして、オープンスペ

ース、「中野サンガーデン」をここら辺につくりましょうというものでございます。それか

らさらに周辺との連続性・回遊性を確保するような動線を確保していきましょうと。 

 中野駅周辺でございますが、東京の新たな顔の玄関にふさわしい施設を整備して

いきましょうということでございます。なお、南口広場の関係につきましては、第３回委

員会でちょっと提案させていただきますが、再開発に合わせて再整備をしていくという

ような形になるのではないかと考えております。 

 それから、右側の上に（第２案）と書かせていただいております。公共施設でござい

ますが、この案の２のほうでは２カ所になっております。この左側のものにつきまして

は、区役所を跡地の一番西側に配置する案も考えられるのではないかなということで、

第２案という形でこちらのほうに提案をさせていただいております。 

以上が今回御議論をいただきたい私どものほうの提案の内容でございまして、次回

でございますが、第３回 委員会におきましては、ブロードウェイ・サンモール地区と南

口地区の整備の考え方と、まちづくりの実現の方策、整備手法といったようなものに

つきまして御提案をさせていただいて、御議論をいただきたいと思っております。 

 以上で御説明を終了させていただきます。 

委員長 

 以上で事務局のほうから資料についての説明が終わったわけですが、これから１時

間余りの時間がございますので、それぞれの委員からいろいろな御意見、あるいは

御指摘をお願いいたしたいと思っております。前回もなるべく多くの方々に御発言をい

ただくようにお願いをいたしましたけれども、時間の制約もありまして前回御発言のな

かった方もおられるようでございますし、今回新たな委員の方も加わっている状態で

ございます。こうした方々には、ぜひ積極的に御発言をいただければと思ってござい

ます。 



 それから、これからの御意見をいただく場合でございますが、今日はいろいろな内

容の資料が用意されておりますので、全体を２つに分けまして、お手元の資料ですと

９ページの中ほどで１つ区分をさせていただいて、前半のほうは全体のまちづくりの

方針であるとか、跡地周辺の開発の整備の仕方についてまず御発言をお願いし、一

たんそこで切らせていただいて、その後の部分についてはもう一度そこで御発言をい

ただくということにしたいと思います。多少出入りがあっても構いませんし、言い忘れ

たらまた後ほど最終的に、全体的に御発言いただくこともできますので、厳密なもの

ではございませんが、まずは口火の議論としては、９ページの真ん中までの部分を中

心にお願いいたしたいと思ってございます。 

それでは特に御発言の順番は決めませんので、どなたからでも御発言をお願いいた

します。では、手の挙がった、私から見えた順番で正面の方。それから区民代表の方、

それから推薦委員という順番でお願いします。 

区民代表 

 最初に、あえて若者代表ということでこういった格好をさせていただいていることを、

特に傍聴席の方々、お許しください。 

 私は何回か区役所の方にお話ししているんですけれども、やはり今日これを見てい

て感じたのは、基本的にこの計画、特に跡地の計画に関して、ほかのまちの調査は

よくされているようですが、実際に中野のまちにおいてどういった需要があるのかが

示されていないという感じがすごくしております。前回のお話し合いの中でも、若者の

人口が多いということが出ていたものですから、若者に受けることが本当に必要かど

うか私も疑問なのですが、そういった人たちの意見を市場調査したとか、そういったの

が全く見えてこない。 

 私のつい最近の経験で、私は食べ物の仕事をしていまして、新しいお店をある場所

にグランドオープンさせたのですが、もともとあったお店の業態を変えてグランドオー

プンさせた。その新しくなった業態の店というのは、今流行りのおむすび屋を業態変

換でグランドオープンさせました。しかし、そこにはおむすびに対する需要がなかった。

というかライバル業態があった。そういった状況において、前あったお店よりも利益が

取れなくなった。単純に言うと赤字になった。要はしっかりとした市場調査をしなけれ

ば、幾らいいものをつくったとして、人気のお店を持ってきたとしても成功はあり得な

いということなんですね。 

 その中で、中野は近くに競合する都市がいっぱいあります。特に都内は今あちこち

で再開発がされている状況の中において、本当に今示された方向性が果たして合っ

ているのかどうかが、正直私はすごく疑問です。その中において、大体この間の話で

すと20 歳ぐらいの人口が多いという形で、私もそれぐらいの友達であるとか、もしくは



ちょっと年齢層の高い方にもいろいろ御意見をいただいて聞いておりますが、やはり

遊びの要素、デートするような場所がない。中野に来てもショッピングだけで終わって

しまう。ショッピングだけで終わるのだったら、北口の商店街の方々にとってはおいし

いのかもしれないですが、その中でお金を落とすところが要はないわけです。 

 そういったところで、一番欲しいのは何かなということを聞くと、大体の人から出てく

るのは映画館、あとは遊園地的な要素。そういったことを踏まえた上で、私も最近、近

年開発されました東京ドームシティであるとか、先ほども出ていた六本木ヒルズ、品川

のグランドコモンズ、たまたまちょっと今日はパンフレットを持っているんですけれども、

そういった形で何件か見てきました。流行り廃りがあると思いますので何ともいえませ

んが、私は六本木ヒルズは多分将来的には廃れるのかなという印象を持っていたん

ですけれども、東京ドームシティは本当に若者が来て遊ぶにはちょうどいい、アフター

５の有効活用の空間である。中野という場所を考えると、ちょうど帰り道ということを考

えると、やはりアフター５活用ということで、中野の中には遊の要素をもっと入れたほう

がいいのではないかなという感じを持ちました。実際に私が市場調査をしたわけでは

ないので何ともいえないのですが、区のほうもぜひ市場調査をされて、100 年の大計

という以上は100 年間まちとして機能する、もしくは人気が維持できるまちにしてほし

い、と言わせていただきたいと思います。 

委員長 

 ごもっともな御意見だと思います。ありがとうございました。今日の段階の後に、また

いろいろ市場調査をしながら詰めていく部分が必ずあると思いますので、ぜひ区のほ

うには御参考にしていただきたいと思います。 

区民代表 

 地元の打越町会から代表で出ております。前回、第１回目の資料が出たときに意見

を申し上げさせていただいたのですが、恵比寿のガーデンプレイスとか大崎とか品川

などの開発と、この中野の今回の当該検討地、これは全くその背景、状況が違うとい

うことを申し上げたんですね。今日はこれだけ多くの傍聴の方がいらっしゃっています

けれども、この警察大学の跡地を周辺とするこの駅前開発で、恵比寿のガーデンプレ

イスが参考になると思っている方が果たしているのかどうかなんですね。私は、全くそ

れは参考にはならないと思っています。 

 というのは、恵比寿のガーデンプレイスは一民間企業の開発ですよね。サッポロビ

ールが開発をしました。例えば先ほど参考に出ていました防衛庁の跡地、これは三

井不動産が買ったわけです。三井不動産という民間企業が再開発をするわけです。

それは、一民間企業の採算収支という中で再開発に取り組んでいるわけですから、



それと今回の中野駅周辺のこの開発は全く原点が違うんだということを、まず委員長

を含めてここに御参集の皆様方に御理解をいただきたいんですね。 

 じゃ、中野は何が違うかといいますと、要するに恵比寿のガーデンプレイスをつくっ

て、その周辺地域の中で大きな問題がどう解消できたか。例えば防衛庁跡地の三井

不動産の開発ということで、港区の抱える問題がどう解決できたかということは、余り

論じられていないはずです。それはなぜかといえば、一民間企業の営利を追求した開

発だからです。ただし、当然公開空地をつくるとか付近との融合とか、そういうことは

あろうといえどもです。中野区の問題は何かということ、やはりこれを抜きにしては語

れない。どうしてもこれは、一民間企業が行った再開発に誘導しているというふうにし

か見て取れないですね。 

 前回の委員会のときも意見を申し上げましたが、中野は狭隘道路が 60％、要する

に４メートル以下の道路が 60％あるということです。10 年ぐらい前に中野消防署の

署長さんが中野消防署の裏手、要するに住宅混在地ですが、「大きい声では言えな

いけれども、後ろが燃えたら消防士は入っていけませんよ」というようなまちなんです

ね。要するにほとんど燃えてしまうまちなのです。ここに住んでいる人たちの家族、お

子さんたちが焼け死ぬまちなのです。 

 このまちづくり検討委員会というのを標榜しているのであれば、まちづくりイコール道

路の整備です。地域で抱えている道路の整備、これを論じなければまちづくりになら

ない。私はこの中野の地域が持っている大きな問題は、今申し上げた道路の問題だ

というふうに認識をしておりますので、これをどうこの開発に連動させていくのかという

ことを、なぜ考えていただけないのかなと。一民間企業がやる、これは三井不動産が

やる開発と同じじゃないですか、これでは。それで本当に区民の皆さんがいいのかど

うかです。ここのところをきちんととらえて、委員長にお聞きしたいんですけれども、中

野の地域の根本である問題をどう解決していくんだという論拠が欠けているのではな

いかと思います。一民間企業の開発をベースにして、こちらに誘導しよう誘導しようと

いうこと、それが余りにも見て取れるような気がしております。 

 我々の子供たち、孫たち、これから中野にまた移り住んでくる人たちが安全で快適

に住むために、ここの跡地をそういう中野のまちづくりにも役立てるという発想と、皆さ

ん方のそれに取り組もうとする勇気、ぜひそれを持っていただきたいと思います。この

ままこの計画がこういう青写真で進んだら、必ず陳腐なもので終わってしまいます。駅

前をちょろちょろっと開発した陳腐な開発、それは中野のほかの地域に影響を全く与

えない、ここだけがここだけで陳腐な瑣末な開発をしましたと。ここは恵比寿になりま

せんし、品川になりませんし、大崎にならないんです。防衛庁の跡地にもならないの

ですよね。それをぜひ理解していただきたいなと思っています。このまま進んでいきま

すと、こういう全く連動性のない開発を比較しながら、ここに誘導していこうということ



が十二分にこの資料の中で読み取れておりますので、どうぞ中野の大きなる問題を

解決するこれは最後のチャンスなのだということで、この開発の方向性を論じていた

だきたいと思っております。 

 以上です。 

事務局 

 それでは区のほうからお話をさせていただきます。私どもはやはり民間企業というお

話もございましたけれども、そういった活力も活かしていかないとまちはできないのか

とは思っております。そのことはそのこととして、いろいろまちづくり、道路を例にして

御指摘がございましたけれども、そういったことについても、今回はこの跡地周辺と駅

の周辺ということを提案させたわけでございますが、既成市街地等については次回、

第３回以降でいろいろ考えをお示しさせていただきたいと思っております。 

委員長 

 今、委員長もどうだというお話がありましたので。私も全部民間に委ねていいと思っ

ているわけではなくて、この地区はいろいろな地区がございますから、また今日の議

論もたまたま跡地が中心になっているので、民間開発の例がいろいろ出ているなと思

っております。必ずしもこの民間開発の例が、すべて中野にぴったり当てはまるわけ

ではないと思います。ですから今後ここを民間開発で誘導するということにしても、中

野に合った開発しか認められないと私自身は思っておりますので、必ずしもここに恵

比寿を持ってこようというふうに私は理解しないでおります。今、第３回でそういう議論

をしたいと区のほうがおっしゃいましたので、ひとつ第３回にもう一度ご覧をいただい

たらいかがかなと思ってございます。 

区民代表 

 すいません、一言だけちょっと意見を。まちづくりは道路整備だと申し上げたのは、

やはり中野区内の道路環境を見ると余りにも劣悪だということで、一つの提案ですけ

れども、区内の道路環境を整備する意味での代替住宅をここにつくるような発想をぜ

ひ持っていただきたいし、代替住宅になればかなりの量をここに持ってこなければい

けないということで、もちろん高層化も図っていかなければいけないと思います。高層

化を図ることによってオープンスペースも出てきますので、そういう中野の根元的な問

題解決のためのダイナミックな発想をぜひ持っていただきたいということをお願いしま

して終わります。 

 以上です。 



委員長 

 それでは次に、お願いいたします。 

区民代表 

 最初に手を挙げた３人目ですが、最初のお二人に私の思いも大分言っていただい

た。やはり私もこの資料を見まして、本当に中野のことを本気で考え、調査してできた

のかというところを疑問に思いました。その部分、ほとんどは割愛させていただきます

が、例えばここで警察病院を例にとって聖路加病院が出されていますが、ここでもシ

ニアのためのというようなことがありましたけれども、やはり聖路加病院自身が持って

いる長いバックグラウンドがあってあの病院ができている。同じような内容を警察病院

に求めることができるのでしょうか。こういった資料が出てしまうと、逆にそういった誤

解も受けてしまうなと思いました。 

 また、アカデミックな大学の誘致をということでこの資料がありますが、実際あそこの

跡地には２つの大きな大学がありました。その大学そのものを建物の価値として生か

すこと。あるいは確かに特殊な大学ではありましたけれども、広いグランドが整備され

ている、そういったアカデミックな環境も含めて捉え直した上での提案なのでしょうか。

そういう意味では、今度第３回に出される資料に対しても、ぜひそういうことを踏まえ

た資料にならないと時間がもったいないなと思います。 

 後半のことということでしたけれども、駅前周辺の開発ということであれば、例えば

サンプラザ自身が実はデッキと結ばれることを計画されていると、設計者の林昌二さ

んからお聞きしたことがあります。そういったことも踏まえた資料が今回出ていないと

いうことも含めて、疑問に思いました。 

 今、若者にとっての中野、道路から見た防災のということでしたが、私は２つ論点が

あります。一つは「緑の」ということです。もう一つは「将来の子供たちの中野を」という

視点でお話をしたいと思います。 

 まず「緑の」という点では、先日９月 30 日に警察大学跡地に入らせていただいて、

非常に豊かな緑、広いグランド、そういったものがある。実際公的な敷地として長く使

われているために樹齢も長く、保存状態もよい樹木が多いように見受けました。これ

らの樹木それぞれに全部ナンバープレートがついていて記録されている、そういった

樹木、それらをやはり生かしていく。私は緑自身も国の資産であり、都の資産であり、

中野区の資産であると考えています。こういった資産を生かすという資料調査が今回

も出ていませんし、いつ出てくるのかも疑問です。こういったことに対してもぜひ今持

っている土地の、例えば「緑の」ということで私は今申し上げましたが、先ほどの大学



の建物もまだ幸い壊されずに残っています。これも今考えれば、予算のない区の中で、

資産として見直すことができるのではないかなと思います。 

 もう一つ、なぜ「緑の」と申し上げるかというと、先ほど都市マスの中でここの敷地は

にぎわいの心として計画されている、区民が考えてまとめられているというお話があり

ましたが、都市マスの中のにぎわいの心は中野通りを中心としたサンモール・ブロー

ドウェイの商店街に関してです。ここの跡地についてはそこから外れています。そうい

う意味でもここはもともと防災公園という、緑ということを中心に考えてこられた場所で

はないでしょうか。それももう一度私どもにわかるようにしていただければと思いま

す。 

 もう一つ、なぜ緑をテーマにするかというと、中野区には都立公園がありません。も

ともと哲学堂が都立公園であったものを、区立公園にした段階でなくなったと聞いて

います。我々は公園の持っている面積が非常に少ないということは、前回の資料でも

御説明がありました。私たちは国にも税金を払い、都にも税金を払い、区にも税金を

払っている。そうした中で、なぜこのような緑を楽しむ権利が不平等であるのでしょう

か。例えば新宿区、渋谷区等には都立公園も多いと聞きます。そうした中で私たちは、

これはちょっと非常に大胆で恐縮ですが、今国が持っている緑豊かな土地を都に貸し

ていただき、都から区が借り受けて、例えば民間が管理する。そういったシステムを

含めて、今ある緑のポテンシャルを生かす方法はないでしょうか。例えば警察大学、

あそこに２つありましたが、一つは都が所有し都に無償で貸して運営されていたと聞

きました。国と都の中にそういったシステムがあるのであれば、今私たち税金を払っ

た利用者が望むこととして、今ある所有形態を変えずに区が、あるいは区民が管理す

るということで、その豊かな緑を享受する方法はないでしょうか。 

 もう一つ、「将来の子供たちの」ということですが、実は今日皆さんにお配りしてくださ

いということで、事務局に資料をお預けしていますので、それをお配りしていただける

と大変ありがたいと思います。お配りしていただく資料は、前回もちょっと申し上げまし

たが、跡地に対して広くコンクールを行い、その応募作品を集め、それを分析した結

果を今日に間に合わせるために資料づくりを、私ども「警察大学校等跡地に夢を託す

連絡会」というのが行いました。 

 内容については見ていただくとわかるのですが、先日の広報でも区民が何を望むか

アンケートの結果というのが出ていましたが、もっともっと広く区民の中、あるいは利

用しようと思う人たちがあの土地に何を望むかということを分析されています。その中

では、決して恵比寿のような開発は望んでいない、そういったことがよくわかる。ある

意味ではこれからの区民が共同で利用していく、そういった形が望まれていることが

わかる。これについての詳しい説明は私が全部できませんから、夢託の代表である



安達さんがこの会場に傍聴として来ていらっしゃいますので、後で終わってからでも

聞いていただければと思います。 

 また同時に、実はその中で小学校の作品というのが 105 点、前回ＣＤでもお配りし

ました。そういった子供たちが本当に何を望んでいるのか、皆さんは見ていただけま

したでしょうか。区役所の１階の資料室にもその作品をプリントしたものがあります。

先ほど100 年のというお話が出ましたが、子供たち自身がやはり将来の中野に何を

期待するかということも、私たちは把握して進めなくてはいけないのではないかなと思

います。 

 それから最後になりますが、ちょっと質問があります。関連してですが、もともと焼却

型の清掃工場があそこにつくられる予定だったのがなくなったといったときに、そのた

めに 23 区がお金を出し合って、今まで中野区につくってきたと聞きましたけれども、

今後中野区がつくらないとなったとき、関連施設をつくるときに、その費用についての

一部事務組合の負担があるのかということ。もう一つ、防災公園をつくるに当たっては、

都市整備公団の利用で融資が受けられるシステムがあると聞きましたが、それにつ

いてどうなってしまったのか。これは今回でなくても構いませんが、ずっとそのまま立

ち消えになっているので疑問に思っていることです。教えていただければと思います。 

 以上です。 

委員長 

 大変多岐にわたって御発言がありましたので、一つは区のほうから緑のことを中心

にお答えいただくこと。あと、国から都に貸していただくという話を言われたのですか。

それは国と都に対する御質問ですか。 

区民代表 

 可能性は私にはわかりません。制度のこともわかりませんが。 

委員長 

 では、可能性も含めてもしコメントがあれば、国なり都なりが御発言いただくというこ

とですね。 

区民代表 

 区民の権利として要求していいのではないかと。都立公園のない中野区なので。 

委員長 



 それではまず区のほうから。あと国なり都のほうから、答えられる範囲で。 

事務局 

 それでは最初に区のほうから、緑の件でございますけれども、区としても確かに緑

は大変重要なものであると認識しているわけでございますが、この警大跡地を中心と

した、この周辺を中心としたところをどう取っていくのかというのは、やはりここでいろ

いろな議論の中で決めていくことになろうかと思います。ただ一点言えることは、やは

りまちづくりをしていく際に、今ある場所でそのまま緑に一切手を触れていけないとい

うことであると、これは理想的なまちをつくるというわけにはいきません。そういったこ

とはしっかり認識した上で、このまちを考えていかなければいけないのではないかと

思っております。 

区民代表 

 私もそういうつもりで言っているのではないのです。ただあるものは生かすことを考

え。 

委員長 

 それでは、まず先ほどのお話に関連して、都なり国なりからお答えができる範囲が

ありましたらコメントいただいて、その後にお願いしたいと思います。 

関係行政機関 

 国の土地を都に公園としてお貸しするということですか。まず国の土地の処分の仕

方について、そういうものがあり得るかどうかということは別の問題として考えなけれ

ばいけませんが、東京都が都立の公園をつくるというのは一定の規模以上、10 ヘク

タール以上の規模のものを東京都が管理して設置するということになっております。

都立公園は東京都全体から見て当然まだ不足しているということがいえると思います

が、必要な配置で大規模なものを設置しているわけです。それが中野区にあるかな

いかということは、たまたまそういうことが起きるかもしれませんが、決して中野区民

の方々の利用を、都立公園だからどうのこうのということはないわけです。結果として

中野区にないということはあるかもしれませんが、そのことが都立公園の配置として

不適切で、平等の権利が侵されているというようなことを言われましたけれども、そう

いうことではないと思っております。大規模な道路であるとか公園、そういったものを

全体の都市的なレベルで必要な範囲で設置していくということでございまして、その辺

については御理解をいただきたいと思っています。今回、この場合には設置すべき公

園としては区の希望だと思いますし、もし公園をつくるということがあるならば、国のほ



うは直接最終的な設置者である区に払い下げを求めてもらう、こういうふうに私は理

解しております。 

関係行政機関 

言うべきことを都に言っていただいたので、それ以上言うことはありません。 

委員長 

 国のほうから何か御発言がございますか。それでは、次の方にお願いしたいと思い

ます。 

区民代表 

 商店街連合会の北口地区代表です。今日いただいた資料の１ページの下の一番右

側の、まちづくりの基本的な考え方の３番について、意見と要望をちょっと申し上げた

いと思います。 

 「民間活力と公共との連携による安全・安心なまちづくり」ということですが、この安

全・安心という場合、これはどうしても防災というほうの視点が多くなって、防犯という

ところの視点がちょっと欠けがちだと思うんですよね。中野の歴史的経緯を見ましても、

江戸時代のお犬様を囲った囲町は別として、陸軍中野学校、警察大学、警察学校と

か、そういう警察に関係のある施設があったもので、新宿という大繁華街の隣の割に

は非常に安全な、犯罪の少ない安心して暮らせるまちでした。ところが警察施設が移

転してからは、特に駅の北口地区は殺人もありましたし、非常に凶悪な犯罪が増えて

おります。警察の用件にのらない小さなトラブルはもう毎日、茶飯事多く起きておりま

す。ですから、東京都知事の石原慎太郎さんも防犯ということを非常に重視して、副

知事に警察関係の方をお招きしたということがございましたけれども、この地区は南

口に交番がありますが、単なる交番ではなくて、もう最新鋭の警察を挙げての防犯施

設をぜひつくっていただいて、これは全国の見本になって、いろいろなところから視察

に来るような防犯拠点といいますか、警察の最新設備と人員を配置していただいて、

この地区はもう凶悪な犯罪を起こさせないぞ、起こした場合には 100％検挙するぞと

いうような、今までの歴史的経緯を踏まえて……。 

 やはり警察の施設がなくなってから、確かに犯罪が増えております。それである雑

誌がちょっと趣旨を曲げて非常に悪辣に、この北口の地区は日本でも最も危ないまち

であるみたいな書き方をして、我々商店街としても非常に憤慨をしておるのですが、

そういうことも踏まえて、安心、安全ということはもちろん防災も大事ですが、防犯とい

う視点もぜひお忘れなく考えていただきたいと思っております。 



委員長 

 ありがとうございました。防犯は本当に大事なことだと私も思いますので、今後の検

討に生かしていきたいと思います。それでは次の方お願いいたします。 

区民代表 

 せっかく中野駅の近くにある膨大な跡地の再活用ということから考えれば、それをど

ういうふうに使うかということはいろいろな案があるんでしょうけれども、根本的にはや

はり経済性というものが背景にあるのではないかと思います。そういう中で緑の問題

であるとか、道路の狭隘の問題だとか、中野の駅へアプローチする東西の道路の問

題とか、そういうものが織り込まれて解決されるのがベストだと思うんですね。確かに

あれだけの跡地に高層の住宅を建てれば、狭隘道路がすべて解決するかというとそ

うでもないでしょうし、ですからベストというものはないのでしょうけれども、やはり知恵

を出していただいて、中野の産業界全体が活性化するような方向に持っていっていた

だくことが一つでありますので、六本木ヒルズがいいとかどこがいいとかそういうのと

別の問題でございまして、いろいろ市場調査もしながら、どういうものをそこに持って

いけば一番経済性が保たれ、かつ区民のいろいろな問題を包括した案ができるか。

そういうことをあわせて、ひとつ検討していただければありがたいと思います。 

以上です。 

委員長 

 ありがとうございました。 

事務局 

 それではただいまの御意見で、産業振興という観点と道路の整備というお話でござ

いますが、私どももやはり道路整備、これは東京都にもいろいろ御協力をいただかな

ければいけませんけれども、この開発に合わせた都市計画道路の整備等をお願いし

ているところであります。また、まちづくりを産業の点からも、これはこの会とは別です

がいろいろ調査もやってございまして、産業振興にも役立つようなまちの形成というこ

とも、十分考えて進めていきたいと思っております。 

委員長 

 ありがとうございました。それでは次の方お願いいたします。 

区民代表 



 私はこの警察大学跡地の近隣の町会の代表として御意見を申し上げたいのですが、

新井の私の周りを取り巻いている意見を言わせていただきたいと思います。 

 皆さん自営関係でございますので、私のグループは大体ここで生まれたという人間

が多いです。この新井地域と警察大学跡地の地域のつながりというのは、徳川時代

からあると思いますが、とりあえずまず電信隊、その後憲兵学校、中野学校、その後

第一騎兵師団、警察大学、警察学校ということで、歴史的に振り返りますと、あくまで

も官有地として使われてきたと思っています。跡地の地域に対して、要するにもうあそ

こはちょっと手が出ないよというイメージが地域に強かったわけです。最近になって大

学を移転しましょうという話が急遽出て、その後どうするかという問題は、一番初めに

跡地に清掃工場をつくりましょうよ、避難広場をつくりましょうよという話で、中野区は

この件に関して恐らく10 年近く、審議会をつくったり、各地域のセンターで住民を集め

て説明会もやっておりました。ところが急遽ここに実際清掃工場が要らなくなりました

という話になり、サンプラザは一応中野区が取得としましょうという話になり、そうなっ

てくると跡地の広場は 15 ヘクタール弱あるけれども、何に使おうかということで、この

問題になった。早急にやるのか、それとも 100 年かけてやるのかという問題があると

思いますが、今私たちが見ていて長いスパンで考えては、まちづくりはできないと思い

ます。 

 先ほどまちづくりは道路だよというお話があったんですけれども、まさにそのとおりだ

と思います。それで、事例として一つお話ししたいんですけれども、私どもの新井の町

は昭和 23 年に空襲があって焼け跡の後、まだ煙が立っているところで、新井地区の

区画整理組合を住民でつくったんですよ。もちろん区も指導し、それから都にも援助し

ていただいたということはわかっているんですけれども、住民で組合をつくりました。そ

れで一番のキーポイントは、地域の地主さんが100坪持っていたら20坪を無償で組

合に拠出したんです。今では考えられないことをやったんですけれども、それを集積し

て官庁をつくり、公園をつくり、道路をつくってきた。それでできたのが、今一番のメー

ンとして皆さんの目に映るのが中野通りなんですよ。あの中野通りは組合でつくった

わけです。住民なんですよ。ですから先ほど言われたとおり、まちづくりをするのなら

ばまず道路だよというのは私は共感します。そのためには種地が必要ですよというこ

とも、絶対条件だと思います。種地というか換地（代替地）というか。開発のときに一

時そこに住んでいただいて、またできあがったら移るとか、それはいろいろ御迷惑を

かけましょうけれども。そういうことで道路とか公園とか我々の地域に対して、消防車

がさっき入らないと言われましたけれども、新井の２丁目、３丁目、４丁目、５丁目に関

しては、消防車どころか大型のポンプでも入れるし、５メートル以下の道路はないと思

います。大体６メートル以上あると思います。 

 そういうことで、まちづくりは道路というのには私も賛成するんですけれども、今回の

この警察大学跡地の問題については、やはり中野をにぎわいのまちにしようよという



線がこれに入っているわけですから、それはもう六本木ヒルズ方式はだめだとか いろ

いろなお話がありましたけれども、にぎわいのまちの一つの中心的なものはあって必

要べからざるものではないかなと思います。ですからあそこにもしつくるのでしたら、

中野のサンガーデンというお話もありましたけれども、これが中野の商業集積地だよ

とか、文化センターだよとか、そういう娯楽も含めたいろいろなものを、私は考えても

いいと思います。やはり中野区役所ももう10 年たったら使い物にならなくなると思い

ますし、サンプラザだって 10 年たったらどうなるかわかりませんし、そういうものを踏

まえて、もうこれは期間をそんな長期的に考えないで、短期でもって早く計画を立てて

いただいて、もちろんそれは区民がこの委員会のほうにお知らせいただければ、それ

はそれなりにチェック期間がありますから逆にいいんでしょうけれども、早くやってもら

わなければならないなと思います。先ほど言った新井のまちづくりは昭和 23 年で、昭

和 33 年にでき上がったんです。今大学跡地は15 ヘクタールあるというんですけれど

も、我々の新井の地区も15 ヘクタール以上ございます。 

 ということでこの検討委員会も、全部で４回でおしまいだということですが、我々の意

見としては１回目は駅周辺、２回 目は今回の警察大学跡地、３回目がブロードウェイ、

４回目は南口地区というお話ですけれども、そういうような話になってくると、物を考え

るというよりも、話を聞いて、映像を見て、ああ、そうかなと。我々はそういう建築工学

的なことはよくわかりませんので、こういうものもいいな、ああいうものもいいなというう

ちに終わってしまう感じがあります。それはそれなりにまた審議の中でまちづくりに付

いてのノウハウと付加価値をつけてくれますから否定しませんけれども、とりあえず皆

さんの御意見は非常にいろいろあると思いますが、地域にとっては何とか 早くあそこ

の官有地をどうにかしてくれよというのが現状ではないか。 

 以上です。 

委員長 

 どうも貴重な御意見を大変ありがとうございました。サンプラザと区役所の扱いも含

めて、計画はとにかく早めにやることだというふうに承っております。特に区のほうは

何か。 

事務局 

 ただいま２点あろうかと思いますが、狭隘道路については先ほど何人かの委員の方

からもお話をいただいています。次回に既成市街地のほうについてはというお話を先

ほどさせていただきましたが、それ以外にも今、新井のお話も出ましたけれども、区と

してはもう少し区全域をとらえながら狭隘道路問題には取り組んでいこうと思っており

ます。 



 それからもう一つ、早くということでございますが、確かにもう警察大学校は府中市

の調布基地跡地のほうに移転しているわけでございまして、跡が残っているわけです。

ある意味ではここの整備というのは、かなり後発的な整備になってきているという点も

ございます。100 年の計をというお話もございまして、そういったのはきちんと100 年

の大計をにらみつつ、早急に整備を進めていくべきものではないか。それが区民に一

番貢献をしていくポイントではないかと思っております。 

委員長 

 ありがとうございました。 

区民代表 

 私も狭隘道路につきましては先般少しお話をしましたけれども、大きな幹線といいま

すと南北には中野通り、東西には一部青梅街道が通っておりますけれども、幹線とし

ては恐らく早稲田通りだと思います。いずれも大変交通麻痺の厳しいところです。 

 今日いろいろ大規模開発の御紹介があったんですけれども、例えば恵比寿ガーデ

ンプレイスにつきましては、恐らく道路の計画が先行されて、たしか恵比寿の交通の

中にも環七に続く中央道路がございますね。こういった道路条件を整えた開発で進め

られたというふうに私は聞いておりましたし、今回私は校内に入りまして、確かに大変

広いし、おっしゃるように新宿に至近の中野ですから、大変ポテンシャルの高い事情

は、この間の見学会のときに触れさせてもいただきました。ただ本当に道路との関係

で考えて、例えば駐車場の問題でありますとか、それから周辺から最寄りに集まって

くる車の交通計画、そういったものに裏付けられてどこまで……。ただ広さということで

はないと思います。それから、駅から最寄りという利便性の問題ではなくて、例えばも

しこれがオープンされた後に、一斉にオープンすることはないのかもしれませんが、や

はり相当数の来客者が来るだろう。車の利用者は相当あるだろう。しかし現状の道路

で恐らく限られたボリューム、一定のボリュームは恐らく算出されるのではないかと思

います。そういったようなことの御説明をちょっと受けたいなと思っています。 

 それから、先ほどから六本木でありますとか、あるいは恵比寿ではないだろうという

お話に私も同感でございまして、しかも100 年の計というのをうたわれていますので、

やはり周辺、道路事情も絡ませておいおいの開発になっていく。そして現在かなり経

済も停滞していますので、恐らく時代なりに、あるいはこの地域なりの開発がきっと問

われていくのだろうと思います。 

 これは中央線文化のちょうど入り口になっておりまして、私も中央線でずっと育って

まいりましたが、荻窪、西荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺、古いまちだけに駅前整備が全然

できていかずに成熟してきたというまちですね。しかし文化人の多い、それから歴史



の背景もあったりして、中央線文化というのは言い得て妙だと思います。そこのちょう

ど起点に当たっている。しかも、この場所は確かに駅前としてはあり余る土地を持っ

ている。かつこれは実は北側にございますね。私は恐らく都心はおろか、これだけの

駅前の風景をつくれる場所というのはきっとないだろうと思うんですね。特に北側に寄

っていますから逆光ではありますけれども、映える場所となります。福島県に「森に沈

む都市」というコンセプトがあるのですが、どうも私はそんなイメージで、しかも高架か

ら見て十分風景になるような駅前が開発できる。非常に楽しいイメージをしてしまうの

ですが、密度を少しずつ抑えながらゆっくりした開発の中で、高架の２階から、電車か

ら見えるような風景、それからもちろん下からも見える。ずっと密度が手前が低く、後

背に密度が上がっていくような、そんなイメージをしてしまいます。 

 決して急いだ計画ではないであろうということ、これについて先ほどの道路事情を絡

めたお話をちょっとお尋ねできればと思いますが。 

委員長 

 今の御質問はどうしましょう。もう少し先の段階のような気もいたしますが、もし区の

ほうからお答えになることがあれば。 

事務局 

 それでは道路の件でございますけれども、やはり確かに道路というのはまちの基盤

施設として、重要な位置づけになろうかと思っております。それで御指摘の早稲田通

り、中野通りというものがございまして、これは都道でございますけれども、三建の所

長さんもいらっしゃいますが、私どもとしてはこの整備に合わせて、駅周辺の中野通り

はでき上がっておりますけれども、早稲田通りは概成でございますし、それから中野

通りについても区内南側はまだ概成ということで、こういった箇所の整備については

都に本まちづくりに合わせた整備を要望していきたいと思っています。 

 それからまた先ほども申し上げましたけれども、中野駅中心に交通がかなり錯綜し

ている部分もありますので、そういったことがいかに解決できるのかという方向で、今

回都市計画道路の一部、跡地の中に計画決定いたしましたけれども、プラスどういっ

た都市計画道路が必要なのかということについても、もう少し整理をさせていただきた

いと思っております。それについては次回以降、整理をいたしましてお示ししたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 

 それでは道路の件でどうぞ。 



関係行政機関 

 今、区の部長さんから中野通りと早稲田通りの話がありましたけれども、早稲田通り

につきましては概成でございますので、私どもとしてはこの市街地の整備に合わせて、

計画道路の整備が必要ではないかと思っております。中野通りは駅の周辺はできて

いますけれども、南側は５差路の付近を含めまして非常に交通渋滞の激しいところが

ございますので、概成道路というのはなかなか都としては事業をやるのは難しいので

すが、少なくとも交差点の渋滞解消につながるような取り組みはしていかなければな

らないと思っております。 

 それと全体のことでちょっと御意見を申し上げたいと思いますが、先ほどからいろい

ろなまちの絵姿について御意見があります。中野の駅前にこれだけの土地がありまし

て、結構皆さんの御意見をそれぞれ取り入れて、欲張ったまちづくりはとりあえずでき

るのではないかなと思うのです。ただいずれにしてもそれを実現するためには、事業

をどういう仕組みでやっていくか、誰が整備の金を負担するのか、土地の金を負担す

るのかというのがポイントになってくるわけです。その土地は無償の土地ではありま

せんので、いずれにしても事業の中でどうやってそういう仕組みをつくっていくかという

ことと、土地利用といいますか、どういうまちをつくっていくというのは極めて密接にリ

ンクしていますので、そこら辺のイメージを少し事務局のほうで整理して、こういうまち

をつくろうとする、こういう仕組みでないとできないんだよ、というふうなことを言ってい

ただいたほうが、これだったらできるんじゃないか、これは無理なんじゃないか、という

のはもっとイメージが沸くのではないかなと思います。 

 以上です。 

委員長 

 どうも貴重な御意見ありがとうございました。お手が挙がりましたので発言していた

だきたいのですが、次の駅周辺の交通機能のほうも課題として残っておりますので、

そちらのほうにできれば話を進めませんと、時間も限られておりますのでそちらに進

めたいのでございますが、いかがでございましょうか。前段のほうでどうしても御発言

がということであれば今どうぞ。 

区民代表 

 多少後段にかかわるかなという感じがしますので。 

委員長 



 それでしたらちょっと後ほどにしていただきまして、とりあえずここで前段のいろいろ

な御意見を締めさせていただくということもありまして、できれば学識経験者の方にで

も少し御発言をいただければと思います。 

学識経験者 

 いろいろな御意見、あるいはお考えというのは、お聞きしましてよくわかりました。そ

れでこういう場所をいずれにしてもつくりかえるという意見ですかね。これは中野の、

中野らしさを、中野なんだと、中野でよく考えろということを思ったもので、いろいろな

課題をできたらここで解いていきたいということがあると思います。 

 さっき周辺地区の道路の問題も出ていましたが、100％それはできないけれども、

何かしらのお答え、あるいはいろいろお考えが出たこともできたら解決したほうがいい

かなと思います。私は前回からの課題提起でいろいろ出された中で、中野の顔をつく

るという、駅周辺の顔というよりも中野の顔ということを確かおっしゃったと思うんです

ね。へそがないとおっしゃるので、そのへそをこのまちづくりの中でつくっていくことに

なったときに、一つ何か具体的なテーマがあったほうがいいんじゃないかと思います。

かやく丼といったって、みんな入っていて全部できたといってもちっとも魅力がないん

じゃないかと。いろいろな機能とかいろいろな空間が顔を出してきていいと思いますが、

人も集まって、人の気持ちも集まって、これが中野だと。中野の生活も文化も顔を出

す場所というのを、やはり一回具体的にイメージしてみたらいいんじゃないかなと。 

 それは何かというと、あの絵の中に（資料・整備方針のまとめ <4>）非常に微妙に

出ているんですが、丸が出ているんですよね。僕ははっきり言うとあれは中野の広場

だと思っているんです。公園ではないと。公園はあったっていいんですよ。別に公園が

あることはいいと思いますが、広場というものが都市の中で非常に大事な役割と意味

を持って、そこでいろいろな地域のにおいが出てくると思っているわけです。それはや

はりこの地区の開発のキーワードになるのだろうと思います。その周りにどういうもの

が出てくるかということについては、これからいろいろ議論あるいは検討で進めていく

ことになりますが、何かそういうのを巡って一つの広場をつくって、それでみんな気持

ちを一つにして、例えば 10 万人の大会をやろうとか、そういうようなことがこのまちの

顔の一つになっていくということ。少しそういうことを具体的にイメージして、単なる公

園で集まったってそういうことにならないですね。どこにだって公園はあるわけです。

だけど広場というのはないわけでしょう。例えば広場というのは人が自由に入ってき

て、周りの建物との間に何も境がなくて、非常にいい生活、一日中いろいろな活動が

生まれる広場というのを少しイメージされて、これを固めていく核にしたらどうかなと。

計画を固めるというだけではなくて、実際にここをお使いになるときに、それが核にな

っていくということをイメージされて詰めていかれるのが一つです。 



 もう一点申し上げておきたいのが、何をつくるんだということで議論されていましたで

すね。やはり中野らしさがなくちゃいかんというのが一つあって、そうすると何かと。突

然中野らしさをつくるといったってできないわけです。そうすると僕が考えましたのは、

いろいろなものが出てくる中で、この地域の居住者の方に関連するいろいろな産業機

能とかビジネス機能とかが出てくると思うんですね。ますますこれから出ると思います。

大企業の時代というのから、小企業、個人企業、個人業務と。そうしますと、僕は丸の

内に通うなんて時代はもうなくていいと思っていまして、地域を中心にビジネスをしよ

うとする。そういうような時代を考えて、今あるどこかのお店を持ってきて建てようとい

うのもあるかもしれないけれども、そういうある種の地域のビジネスとか地域の産業

の拠点として、これをつくっていくということを考えたら、きっと中野らしさが出るのでは

ないかと思います。三鷹でもそういう実験をやっていますけれども。一番大事なのは

そういうことをやりながら、訪れる人、働く人のリピートがないと、ただ駅だから、通った

から、便利だから行くというのではなくて、やはり行ってみたいというリピーターがたく

さんできるような、そういうまちをつくっていく。そのへそにやはり広場がある。そこで

はいろいろ自分たちの地域が働いている、活動しているという、何かそういうシナリオ

をもう少しはっきり書いてしまったほうがいいんじゃないか。それで選択をしていけば

いいんじゃないかなというふうに考えました。 

 ちょっと時間がないのであれなんですが、病院はやはり聖路加とは違うというのは

確かにおっしゃるとおりですが、この病院を生かさない手はないと思います。中野らし

いライフスタイルは何かと例えば考えたときに、この病院が地域の病気ではなくて健

康増進。寝たきりの老人を出さない、そういう地域のケアといいましょうか。健康増進

のシステムというのはいろいろあってトライしていますし、警察病院も日の丸を下げて

やらざるを得ないと思うんですが、そういうことをやはり社会実験として、この地域で

やっていくというまちにしたら非常にいいと思います。例えばそういう方向から始めて

いく。そういったところからやろうじゃないかといったようなことを、例えばそういうことを

やっていくようなことを含めて、少し一般論ではなくて、この地域の機能というのは何

をするんだということを、そういう関係でリアリティーをつくれるような方向で検討したら

どうかと思っています。 

 以上です。 

委員長 

 どうもありがとうございました。引き続いて学識経験の方。 

学識経験者 

 後ろで御発言をお待ちの方もいるので簡単に２点ほどお話ししたいと思います。今

日の最初の資料は、これだけの跡地のところを単機能につくりかえていくのか、それ



ともいろいろ多様な機能を入れ込んでいくか、ということが私には大きな論点のように

感じられていて、私なりの考えで言えば、ここはすべてかつての郊外の住宅団地のよ

うなものをつくるわけでもなければ、巨大なショッピングセンターをつくるわけでもなけ

れば、やはりそれなりにいろいろな機能が入っているまちと。これはさっきかやく丼と

いうふうにおっしゃいましたが、かやく丼なのかもしれません。ただ、かやく丼はかやく

丼なりに、ある種どこかにスパイスの利いているところをつくらないとただのかやく丼

になるので、恐らくそういう意味で恵比寿が出てきたり、六本木が出てきたり、キャロッ

トタワーが出てきたりということだったのだろうと思います。私はそういう意味では、い

ろいろな機能をここに混ぜ込んでいくときに、どういうスパイスを利かせた機能を、こ

れはたぶん中野の文化みたいなものを本当はスパイスにできれば、一番いいんじゃ

ないかなと考えています。これが第１点です。 

 第２点は、やはりこれは広場の話で、ここに「都市の広場」というふうに書いてあるけ

れども、日本人は広場文化ではないので、広場をつくるというのはものすごく難しいの

です。むしろここはもちろん防災性という意味から広場的なものというのは必要だし、

これをやはりどうつくっていくかというのが、どう機能の中でスパイスを利かせていくか

というのと同時にというか、むしろそれ以上に重要で、その意味では最初のほうで発

言になられた既存の緑、ああいうものをうまくこの広場の中、あるいはああいうものを

生かした広場にする。これはたぶんこれから後の話になると思いますが、結局コンク

リートで覆われたようなものではないタイプの広場のほうが、私も望ましいのではない

かと思いますけれども、一個の大きな面として取るのか、それとももう少し分節化され

た、少し中規模なオープンスペースをつないでいくような形で、この中に埋め込んでい

くのかといったあたりは、たぶんこの開発の全体の密度を考えていく上でも大きな分

岐点になるのかなと。 

 もちろん広域防災拠点という意味では、どかっと大きいものを取ったほうが効率的で

はあるんですけれども、それは非常に近代的な考えで、これからはたぶんそういう考

えではなくて、もう少し小さな単位で防災拠点をうまく周辺にも波及できると。それこそ

周辺の狭隘道路の混沌を、少しでもそのリスクを低めるような形で、真ん中に広場を

取るのではなくて、周辺部に小さく埋め込みながら取っていく。たぶんいろいろな広場

の取り方があるのではないかと思います。そのときに大きな要素として、既存の緑を

その中でできるだけうまく生かすというような考えが私はあってもいいというか、至極

当然の発想としてぜひ考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

委員長 



 どうもありがとうございました。今の御発言を伺って、またいろいろ触発されて御意

見がおありになる方もいらっしゃると思いますが、とりあえずこれ以降は中心を駅周辺

のほうへ移すということで、もちろん前に戻っても構いませんが、御発言をお願いいた

します。 

区民代表 

 今回の資料を見させていただきまして、先ほど都の方のお話もちょっとありましたが、

本当に事業ができるのか、それにまず大きな疑問を抱きました。この資料の方針の

中において、公共施設であるとか広場だとかいう形の部分はたくさん書かれて、そう

いうものが必要であることも十分わかるんですけれども、それだけの公共投資が今可

能であるならば、これも一つの考え方だろうと思いますが、事業性みたいな部分につ

いてはほとんど触れられていない。ですから、これをある程度具体化していく上にお

いては、どこで金を生ませるのかという部分も、もう少し突っ込んだ形が出てこないと、

絵に描いた餅になってしまうのではないのかなと。そういう中で先般来出ていますけ

れども、大変駅周辺で大規模な土地である、貴重性のある土地である、このものを生

かしながら、先ほどのお話にもありましたけれども、やはり受け皿としての機能をもっ

と具体的に出すべきであろうと思います。 

 ですから誰でもあれだと思うんですけれども、一番金になる土地といったら、今区役

所があったりサンプラザがある土地だろうと思うんですよ。それをどう使うのか、そこで

どう金を生ませるのかという部分まで入らないと、たぶん事業性というか事業が結局

成り立たないのかなと。そうなってくると、一部出ていますけれども、やはりこれから

10 年 20 年というサイクルで考えた場合においては、区役所がそこにあるのがいい

のかというものも当然でてくると思います。ですから区役所を今回どこかに移すという

受け皿になって、それもやはり具体的に出さないと前に進まないのだろうと思います。 

それからもう一つ事業性からいうならば、やはり住宅という問題もこの中において、事

業性を生むためには多少なりともつくらざるを得ない。これは先ほども出ている緊急

の都市計画道路の拡幅計画に入っているわけですから、それの受け皿としての住宅

も含めて、それから次回のテーマになっているようですが、南口の都の供給公社の住

宅も、あそこで建てかえるのがいいのか。我々としてはこっちのほうに移して、こっち

のほうに大きいのを持ってきて、逆に今度は向こうを違う形の中で種地に使っていく。

やはりそういうものが具体的に出てこないと、なかなか事業としては成立しにくいので

はなかろうかいうことで、そういう事業性の部分と受け皿という部分を、もう少し明確に

出していかないといけないのかなと。 

 再三出ていますけれども、事例として出ているものはバブル時代の賜です。しかも

先ほども出ているように、必ず民間の核になる事業者がやっています。今回の場合は



ほとんど公共主導にどうしてもならざるを得ない部分がありますから、全体としては公

共主導ではあるのでしょうけれども、やはり一定部分においては民間の力も借りなが

ら、ここでにぎわいを持ってくるという形の中で、一方においては金を生むという部分

を取り込んでいく部分の具体性が必要ではなかろうかなという感じがいたします。 

 以上です。 

委員長 

 どうぞ、区のほうから何かありましたら。 

事務局 

 それではただいまのは御意見かもしれませんが、ちょっとお答えをさせていただきま

す。先ほど東京都の所長さんのほうからもお話がありましたが、やはり事業の採算性

だとか事業が実際にできるのか、資金をどうするんだというような話はまさしくそのと

おりでございまして、事務局としてはそういったものを並行して検討しながら、こういっ

た提案もしているわけでございますが、さらに詳細な検討が必要であると考えていま

す。また、区役所をどうするんだということですが、確かに区役所、サンプラザというと

ころを今赤い色で書いてございますけれども、区役所等も含めてそのあたりをいろい

ろにぎわいの施設にしていったらどうかということでございます。それから、そこに案

の２というのがもう一つあって、これも一応お示ししておりますけれども、これは土地

の一番奥で区境ということにはなりますが、そういったところに公共施設を、今の段階

でまだ区役所をそこにと断言するところまではいきませんが、そういったところに持っ

ていくとか、いろいろ検討をしていく必要があるのだろうということです。次回はもう少

し事業の実現性ということをきちんとにらんだまとめをして、御報告したいと思っており

ます。よろしくお願いします。 

委員長 

 それでは次の方にお願いいたします。 

区民代表 

 囲町町会から代表として出ております。ちょっと地域的な意見になってしまいますが、

私どもの町会はこの警察学校跡地とＪＲに挟まれている小さなまちになりますが、大

変古いまちでありまして、何代も続いている人たちが住んでおります。このたび補助

221 の整備、それからこれから道路整備等も出てまいりまして、このまちも寸断され

ることになるのではないかと内心は思っておりますが、このたびの計画に私たちのま



ちのことも入れていただきまして、私たちの囲町が良いかたちで残れるような案をつく

っていただきたいと切に願っております。 

 それからちょっと前に戻るのですが、いろいろ各地の都市開発の写真を見せていた

だいたのですが、オープンスペースが 34％とか 44％とか大変広い土地を取ってある

ようにお話は聞いているんですが、どこを見ましても余りオープンスペースが広く感じ

られなく、また自然というものがまるで感じられないなとさえ、まず最初に思ったので

す。ですから先ほどからの御意見にもあったように、もう少し自然性を、今立派な樹木

がたくさん残っておりますが、それらを生かしてもっと自然的な感覚が得られるような

……。特に中野駅は電車からよく見えるんですよ。そうすると、ああ、いいな、降りてみ

たいな、という感覚のまちづくりを考えていただいたらと思っております。 

 そして私が中野で一番自慢できるのは中野サンプラザなんですよね。このサンプラ

ザもあと10 年もすれば老朽化して、建て直さなければならなくなるビルだということも

聞き及んでおります。また隣の区役所も同様であると思います。この際、この２つが１

つになるか別々に考えられるのかわかりませんが、警察大学校等の跡地の中に入れ

ていただいて、この２つを中心として周りを区民の森、そしてその周りを民間企業にお

願いしてという形で進めていただきたいと思っております。 

委員長 

 どうもありがとうございました。まだ御発言いただいていない方もいらっしゃいますが、

ほかにいかがでしょうか。 

区民代表 

 中野工業産業協会の会長をやっております。前回出席しませんでしたので、状況が

よくわかりませんが、私どもは中野工業会と産業会というのが中野にございまして、

中野の工業業者- - 製造関係でございます- - それから商業関係、サービス関係の団

体でございます。 

 既に何回か中野区からの諮問を受けまして、中野区の将来についてどういうふうな

提言があるかということを何度もやってきたわけですが、現実には何も実行されない

ままで現在に至っております。 

 先ほど話がありましたけれども、まず道路の問題につきましては、今の中野区は東

西には道路があるんですけれども南北の道路がないということで、南北に大きな道路

を２～３本つくってもらわないことには、中野区の交通の問題が解決しないだろうとい

うことも何回か申し上げてきております。それから災害の問題等を考えますと、火災と

か、それから今地震の問題がクローズアップしておりまして、東海に大きな地震が起



きることはまず必至で、今マスコミを通じましてそういったようなことも論議がされてい

るところであります。そういう意味からいきましても、道路自体はとにかく早急にやらな

ければいけない。ただ中野区に申し上げましたときには、道路の管轄は中野区では

ないということで、実際には意見を申し上げただけで終わってしまっておるわけですが、

東京都、国も挙げて早急に手を着けていただかなければならないことではないかと思

います。 

 道路につきましては、終戦直後に道路の拡幅について既に計画道路というのがあ

るわけですが、現実にその計画道路すらも拡幅していない。建物はセットバックしてあ

りますが、そのままになっているというのが現状ではないかと思います。せめて計画

道路だけでも拡幅するということを、真剣に実行していただかなければなりません。 

 それから、先ほどからのいろいろな御意見を伺っておりますと、中野の駅周辺の整

備ということでございますが、中野区には目玉になるものがないんですね。みんな渋

谷のほうへ行ったり、あるいは新宿のほうへ行ってしまうということで、中野自体が活

性化が全然進んでいないというのが現状でございます。ですから、今回いろいろな先

生方に委嘱してお願いしているところでございますので、中野区の目玉になるものが

何であるのか。それから集客するためにはどうあるべきかというところをはっきりテー

マを決めまして、これを中心に中野の再開発を図っていただかないと、いつまでたっ

ても話だけで終わってしまうということになりかねないと思いますので、まず何のテー

マをどういうふうに実現するのかというところに焦点を絞っていただいて、論議される

のがよろしいのではないかなと考えます。 

 私も何回か中野区のいろいろな計画について伺いましたけれども、中野駅の近くに

交通のターミナルをつくる、あるいは駐車場をつくるという意見が何回か俎上に上って

おりましたが、これも実際には何も行われないままに過ぎております。中野区、杉並

区は住宅地域というふうに行政が考えているわけでございまして、商業地という観念

が今までございません。ですけれども、活性化をする、あるいはいろいろなにぎやかさ

を取り戻す、集客をするという意味からは、住居地域という指定だけではまずいので、

商業化地域という観念でもう一遍見直しをしていただきたいと思います。これは中野

区が新宿区に隣接しているところもございますので、新宿区と一体になった道路計画、

あるいは商業計画というものを考えていただくことが第一ではないかなと考えます。 

 私どもも何回か中野区と話をしておりますけれども、今までの区長さんはまず住居

という問題に主眼を置いてまいりましたので、地域センターであるとかいろいろな施設

をつくるといっても、具体的なものは何も出ておりませんでした。今回新しい区長さん

になりまして、何かそういった意味では新しい方向を見出していきたいということで、

現在朝食会であるとか、あるいは区長との懇談会等も行っておりますので、いずれ区

長から何らかの御意見もあろうかと思いますが、まず中野区を活性化するという観点



に立って、集客と、それからテーマ、目玉をどうするか、これを御論議いただきたいと

思っております。 

 また私どもも、ほかの意見も集約しまして提示したいと思いますが、今日は時間もご

ざいませんので以上で終わりたいと思います。 

委員長 

 どうもありがとうございました。 

事務局 

 それではまず１点目は道路でございます。中野区の都市計画道路は、１回目の委

員会で整備率が 23 区中 22 位だというお話をさせていただきましたが、確かに整備

の状況は余り芳しくないというのが現実でございます。しかしながら私どもといたしま

しては、この南北道路、特に南北を分断している西武新宿線、またこれは別の大きな

テーマがあるわけでございますが、西武新宿線の踏切問題というのがございまして、

そういったものと一体にこの南北道路を整備していきたいと思っております。もちろん

都道もございます。これはまた繰り返しになりますが、東京都に要望もしております。

区でできるところは区でしっかりとやっていかなければいけないと思っております。 

 あとは中野の目玉、集客のあり方ということでございますが、確かにこれは今回のこ

の検討委員会の大きなテーマであることは間違いございませんけれども、今日のとこ

ろはこういった大きな方向性ということで、今後ご意見を含めて詰めていかなければ

いけないと思っております。 

 以上でございます。 

委員長 

 どうもありがとうございました。まだ御発言いただいていない方に、できれば先に御

発言いただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

関係行政機関 

 交通機能についての前にちょっと一言だけ。先ほど緑とかいろいろな、いわゆる単

一目的の御意見がありましたけれども、恐らくここはいろいろな形で多目的に整備し

ていかなければならないのだろうと思います。その中で特に、今いろいろ御議論なさっ

ている中でも、公共施設と民間施設の共存も図っていかなければならない。特に国有

地の払い下げを受けながらやっていくということになりますと、先ほどそちらでおっしゃ



っていましたように、事業性というものが非常に大きく影響するということで、早くその

辺の議論に到達していかなければならないだろう。 

 この中野駅周辺のまちづくりの中で、やはり道路というのが非常に重要だと。道路

が重要だというと、車に乗らないとか乗るとか、自転車で行けばいいじゃないかと、こ

ういう御議論がよく出ます。確かにそれはそれとして一つの議論としては必要だと思

いますが、例えば車が要らないといった場合、代替交通手段を何にするのか。恐らく

公共交通機関に展開していく。もしくは、自転車か歩くかという形に変化させていかな

ければならないわけでございますが、例えばモノレールの整備だとか、今ヨーロッパ

で流行っております低床型の、いわゆる昔の都電みたいなものですね、ああいうふう

なものの整備転換というのはありますが、それをするにはそれなりの用地も必要であ

ることから、どうしてもやはり今車社会から当面この開発を進めていくためには転換が

……。車社会を捨てるわけにはいかない。将来的には車社会からある程度の転換は

できるかと思いますが、そういうことを考えるとやはりここの交通機能をどういうふ うに

するのかということを、次回は早めに何かたたき台みたいなものを出していただいた

ほうが、議論が現実的に深まっていくのではなかろうかなと考えております。 

 以上でございます。 

委員長 

 ありがとうございました。 

学識経験者 

 今日もたくさんの御意見をいただいたわけですが、私は幾つか、特に中野区の区民

の方から言われた、このまちが全体的に整備されたときにどんなイメージになるもの

かということについて、少し申し上げなければいかんと思います。というのは、このま

ちをぶらぶらしてみるとわかると思うんですけれども、意外と街路樹なんかしっかりし

たものがありまして、さっき新井薬師の方がおっしゃっていましたが、新井薬師公園ま

でぶらり行っても楽しいですし、ちょっと行って哲学堂まで行っても楽しいし、今度平和

の森公園ができましたし、そして今回まちをつくるとすれば、基本的にはやはり緑で囲

まれたというような感じのまちに、大規模な開発の中でかなりそういう雰囲気が出てく

ると私は思っております。例えば皆さんご存じのように、国立市でも数百メートルの道

路沿いの並木が、非常に新しい雰囲気をつくっているんですね。そういうまちというの

は必ずつくれるのだと思います。 

 そういうことと、今回御提案したことは、一体ここに何をどう持ってくることが可能だろ

うかということでございまして、そういう意味で既にもう計画されている病院、それから

たぶんここに若者が集まる場所としての、そしてまた産業と大学が一緒になった産学



協同みたいなイメージの大学と、そういうものの可能性があるかなと。そういうものを

踏まえながら、さっき何人かの方がおっしゃいましたが、間違いなく住宅もできるだろ

うと思います。そういうものをワンセットにして、そして新しい施設が実は改めて区民に

問いかけるというか、区民とタイアップするような中身になっていくのではないか。病

院は病院なりに区民と何か交流していくようなものになって、産学連携もまさしく区民

と何かをしていこうと、こういう姿勢が出てくるのではないかと思います。そういうこと

が実は非常に大事なのだろうと思います。そこの点が今までの、さっき絵だけしかお

見せしていませんが、ガーデンプレイスでもあるいはいろいろな場所でも、実は大きな

開発をすると必ず周辺の人たちはそれと連携した新しい動きを始めるんですね。新し

い生活ができてくるのです。そういうことはぜひ頭の中のどこかに入れておいていた

だければと思います。 

 私どもが今回あえて民間開発ということを申し上げたのは、今非常に混沌として何

が一番経済性もあって可能性があるのか是がでないところがございます。皆様が言

われたように、ある種の経済性も持っていなければいけないわけで、それから区の中

心としてというか、さっき目玉というおっしゃり方をしましたけれども、区の新しい集客

施設として期待するものが非常に大きいわけです。そういう意味でも、いわゆる民間

のいろいろな知恵を活用したらどうかということで民間と。しかも、大規模だと入りやす

いかと考えているものです。こういう感じで問題提起したつもりでございます。その点

もまたお含み置きをいただければと思います。私はあくまでこの跡地のいろいろな整

備というものが、間違いなく区民にいろいろ働きかけるであろう、また区民自身も働き

かけるであろう、そういうのを交流の広場の中で展開していくことを期待しているもの

でございます。 

委員長 

 どうもありがとうございました。まだ御発言いただいていない方で、この際という方が

いらっしゃいますでしょうか。もしいらっしゃらなければ、この会場は５時半に清掃の上、

鍵を閉めなければいけないという規則がありまして、また次回の予定などを決める時

間を考えますと、もうほとんど議論の時間は尽きているので、もしどうしてもという方が

いらっしゃいましたら、お一人１～２分でお願いします。 

区民代表 

 発言というよりも、事務的な運営に対してのお願いと御提案です。これは事前に事

務局のほうへもちゃんとプリントでお願いしてあるのですが、できましたら今日配られ

た資料というものを事前にいただけると、私どもが見て検討して考えてということがで

きるかなと思っております。これはお願いです。 



 また同時に今の資料の中でお願いなのですが、先ほどサンプラザについて10 年た

つともう老朽化して云々というお話が出ました。私は日本建築家協会に所属しており

ますが、その中野地域会で昨年設計者の方をお呼びしていろいろお聞きした点では、

そんな心配はないと。その辺に関する資料も私どもは持っております。必要でしたら

御提示できますし、先生にお聞きになるというのもいいと思います。そういう意味で、

確実に我々が欲しい資料にしていただけるとありがたいなと思います。 

 また先ほどから、次回にはこういうお話を、というお話でしたが、４回目にどんなお話

をしていただけるのか、要するに全体の流れがわかると私どもも考えていくことができ

やすいかと思います。 

 もう一つ、実は先ほど発言の折に、前もってお届けした資料を委員の方には配って

いただけるというお話でしたが、この会合の中では配っていただけず、詳しい説明も

お問い合わせもきっとしにくいかと思います。できれば私ども委員も、あるいは場合に

よってはほかの区民の方も、この会議に対して資料が提供できる、そういった可能性

を検討していただきたい。なぜならば、報道の方に公開しているということ、ホームペ

ージにも公開している、ある意味ではこういった議論が区民も巻き込んで本来されて

いくためのこの委員会ではないかと思うのです。委員から提案する資料を受け入れて

いただきたい。区民の方の資料の提供もできれば受け入れていただきたいと、今日

お話を聞いていて、この資料を見ていて余計思いました。先ほどから幾つか民間活力

というお話が出ますが、そのときにどうも大きな企業をイメージしているように思いま

す。私は本当の民間というのは区民であったり、この土地を利用する人たち、そういっ

た人たちのエネルギーを生かす方向で今後検討していくことが、この委員会の使命で

はないかと思います。 

 以上です。 

事務局 

 事務局の運営に関しましてお答えをいたしたいと思います。以前もこの議事資料に

つきまして事前にというお話がございまして、事務局としてもいろいろ努力をしてつくっ

てきているのでございますが、できるだけそういうふうに事前に届けるように、次回以

降努めていきたいと思っております。 

 それから区民の方からの資料がございますれば、それにつきましては区のほうに御

提供いただいて、それの内容によりまして、議論に合うものであれば提供するというこ

とも考えていきたいと思っております。 

 それからちょっとお答えが遅くなりましたけれども、先ほどの当初にございました清

掃工場の関連でございますが、焼却型の清掃工場を建設しない場合、23 区の一部



事務組合で何か関連施設をつくる場合の資金負担ということでございますが、今のと

ころそういったものはございませんので想定はできませんけれども、仮に一部事務組

合がつくるということであれば、当然23 区としての負担が一定程度生じてくるというも

のでございます。 

 あと防災公園の整備の関連でございますが、都市基盤整備公団を使った防災公園

街区整備事業といったものにつきまして、区としてこれまで検討してきた経緯がござい

ます。それについては一つの手法だというふうにして検討はしておりますが、それだ

けではなくて多様な整備の手法については、基盤整備はいろいろありますので、考え

ていかなければならないと思っております。そのあたりにつきましては、次回の検討委

員会の中で、事業性を含めた御提案ができればと考えております。 

事務局 

 それでは時間がございませんので簡単にお話しさせていただきます。今、次回はと

いうことで次回の話はいろいろさせていただきました。４回目ということでございますが、

今後日程調整がありますけれども12 月に行いたいと思っております。その後、これを

シンポジウムという形で、これも後ほど説明させてもらいますが、区民に広くお示しし

ていきたい。いろいろな意見も聞いていきたい。 

委員長 

 それではそのまま続けて説明してください。マイクのほうは事務局にお渡しします。 

事務局 

 わかりました。第４回はシンポジウムで広く区民の方を受けて、最終のまとめとして

いきたいと思っています。４回目で、この委員会の計画素案ということになるわけです。

その後のこともちょっと言わせていただきますと、素案をもとに、区ではパブリックメン

トという制度も設けておりますし、それから区長がいろいろ地元で区民と語る会という

のもやっておりますし、そういった中でいろいろ幅広く区民の意見も聞いていきたいと、

考えているわけでございます。 

 それでは「その他」ということで、次回の日程を協議させていただきたいと思います。

第３回委員会は12月中旬から下旬に開催できればと事務局では考えております。具

体的な日時としましては、12 月 19 日（金）の午前 10 時から、または同日の午後６時

からはいかがでしょうか、というところをお願いしたいと思います。もし今事務局で申し

上げた日程が御都合の悪い方は手を挙げていただきたいと思いますが。 



 誠に申し訳ないのですが、12 月 19 日の午前中ということで。御都合が悪い方がい

らっしゃるのは十分承知しておりますけれども、その方につきましては、別途私どもが

責任を持ちまして御説明をさせていただきたいと思います。またそのときの発言され

る内容も承りましてやらせていただきたいと、事務局のほうで紹介させていただくとか

対応させていただきたいと思います。12 月 19 日の 10 時から約２時間ということで。 

区民委員 

 夜はだめなんですか。夜なら多少都合をつけようと思えばつくんですけれども。 

事務局 

 そうですか。私どもとしては夜でもよろしいんですけれども。夜御都合が悪い方がい

らっしゃいましたら。 

区民代表 

 夜でしたら何とか。大阪に出張しているんですよ。 

事務局 

 そうですか。それではいかがでございましょうか。夜ということでよろしいでしょうか。

誠に申し訳ありませんがそういったことで、今申し上げたように対応させていただきま

すのでよろしくお願いいたします。  

 場所は別途協議させていただいて、御連絡したいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 なるべく中野駅周辺でということを考えておりますので、皆さん恐らく都合良い

と思いますので。 

 12 月 19 日の午後６時からということで、第３回委員会を開催させていただきます。

場所はただいま申し上げたとおり、中野駅周辺で開きたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

 それから先ほど区のほうからお話がありましたが、シンポジウムにつきましては明

年１月 28 日の午後１時、なかのＺＥＲＯホールを予定しておりますのでお知らせいた

します。詳しいことは第３回委員会で皆様に御連絡いたします。よろしくお願いいたし

ます。 

 それではこれで終わらせていただきます。委員長を初め委員の皆様、大変ありがと

うございました。以上をもちまして第２回中野駅周辺まちづくり調査検討委員会を終了



させていただきます。傍聴の皆様、長時間お疲れさまでした。どうぞ気をつけてお帰り

ください。 

<了> 

 


